
令 和 ８ 年
３月31日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
公
安
委
規
則

山
口
県
警
察
に
お
け
る
国
有
物
品
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
規
程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
文
書
例
式
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
安
委
員
会

山
口
県
警
察
に
お
け
る
国
有
物
品
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

山
口
県
警
察
に
お
け
る
国
有
物
品
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
警
察
に
お
け
る
国
有
物
品
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規

則
第
一
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
の
方
法
」
を
削
り
、
同
条
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
占
有
動
産
と
区
別

す
る
と
と
も
に
、
物
品
保
管
整
理
票
（
別
記
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
別
記
第
二
号
様
式
」
を
「
別
記
第
一
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
物
品
不
用
決
定
書
（
別
記
第
三
号
様
式
」
を
「
供
用
不
適
品
報
告
書
（
別
記
第

二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
又
は
前
項
の
報
告
等
に
よ
り
物
品
出
納
員
の
保
管
中

の
物
品
で
供
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
物
品
管
理
職
員
の
保
管
中
若
し
く
は
供
用
中
の
物
品

で
修
繕
若
し
く
は
改
造
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
と
認
め
る
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け

た
」
に
改
め
、
「
又
は
第
二
項
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と

し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

警
察
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
物
品
返
還
書
（
別

記
第
三
号
様
式
）
を
作
成
し
、
物
品
管
理
官
に
こ
れ
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
物
品
を
返
還
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
物
品
管
理
官
は
、
返
還
物
品
受
領
書
（
別
記
第
三
号

様
式
の
二
）
を
警
察
本
部
長
に
交
付
し
て
当
該
物
品
の
受
領
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

物
品
供
用
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
し
た
と
き
は
、
物
品
点
検
結
果
報
告
書
（
別
記
第

七
号
様
式
の
二
）
を
作
成
し
、
す
み
や
か
に
警
察
本
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
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別
記
第
⚑
号
様
式
（
第
⚘
条
関
係
）

第
号

年
月

日

本
部

長
支
出
負
担
行
為

担
当

者
物
品
管
理
官

物
品
出
納
員

係
員

物
品
供
用
員

係
員

課
・
署
等
名

物
品
保
管
委
託
書

次
の
と
お
り
保
管
委
託
し
て
よ
ろ
し
い
か
。

分
類

Ⅰ
分

類
Ⅱ

細
分

類

品
目

規
格

数
量

保
管

委
託

先

１
所
在
地

２
名
称

保
管
委
託
期
間

自
年

月
日

至
年

月
日

保
管
委
託
理
由

保
管
委
託
条
件

物
品

出
納

簿
登

記
済

物
品

供
用

簿
登

記
済

年
月

日

記
載
者
名

年
月

日

記
載
者
名

備
考
１
決
済
欄
は
、
適
宜
変
更
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

２
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

第
⚒
号
様
式
（
第
⚙
条
関
係
）

第
号

年
月

日

本
部

長
物
品
出
納
員

供
用
不
適
品
報
告
書

次
の
と
お
り
供
用
不
適
品
を
報
告
す
る
。

分
類

Ⅰ
分

類
Ⅱ

細
分

類

品
目

規
格

数
量

価
格

摘
要

返
還
理
由

物
品
の
現
況

備
考
１
決
済
欄
は
、
適
宜
変
更
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

２
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

二
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第
⚓
号
様
式
（
第
⚙
条
関
係
）

物
品

返
還

書
第

号
年

月
日

物
品
管
理
官

山
口
県
警
察
本
部
長

氏
名

殿
山
口
県
警
察
本
部
長

氏
名

次
の
と
お
り
物
品
を
返
還
し
ま
す
。

分
類
Ⅱ

細
分
類

品
目

数
量

備
考

物
品
管
理
簿
登
記
済

物
品
出
納
簿
登
記
済

物
品
供
用
簿
登
記
済

年
月

日

記
載
者
名

年
月

日

記
載
者
名

年
月

日

記
載
者
名

備
考
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

二
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第
⚓
号
様
式
の
⚒
（
第
⚙
条
関
係
）

返
還
物
品
受
領
書

第
号

年
月

日
山
口
県
警
察
本
部
長

氏
名

殿
物
品
管
理
官

山
口
県
警
察
本
部
長

氏
名

年
月

日
付
け
第

号
に
よ
り
返
還
さ
れ
た
下
記
物
品
を
受
領
し
ま
し
た
。

分
類
Ⅱ

細
分
類

品
目

数
量

備
考

備
考
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

「

別
記
第
四
号
様
式
及
び
別
記
第
五
号
様
式
中

会
計
調
査
官

調
度
係
長

を
」

次
長

庶
務
(会
計
)

係
長

「

に
改
め
る
。

」

別
記
第
七
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

四
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第
⚗
号
様
式
の
⚒
（
第
12条
関
係
）物
品
点
検
結
果
報
告
書
第

号
年

月
日

山
口
県
警
察
本
部
長
氏

名
殿

課
署

物
品
供
用
員氏

名

山
口
県
警
察
に
お
け
る
国
有
物
品
の
管
理
に
関
す
る
規
則
第
12条

第
⚒
項
の
規
定
に
よ
り
、
供
用
中
の

物
品
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
点
検
を
行
な
つ
た
結
果
を
、
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

点
検

実
施

日
（
前
回
の
点
検
日
）

点
検

結
果

備
考

備
考
こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

別
記
第
九
号
様
式
、
別
記
第
十
一
号
様
式
及
び
別
記
第
十
五
号
様
式
中

「

会
計
調
査
官

調
度
係
長

「
を

」

に
改
め
る
。

」

次
長

庶
務
(会
計
)係
長

別
記
第
十
六
号
様
式
中
「山

口
県
警
察
本
部
長

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
二
号

山
口
県
公
安
委
員
会
の
文
書
例
式
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
の
文
書
例
式
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
文
書
例
式
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
中

山
口
県
公
安
委
員
会
印
一
〇
ミ
リ

メ
ー
ト
ル

平
方

一
警
察
本
部
交
通
部
運

転
免
許
課
長

原
付
講
習
指
導
員

証
の
交
付
等
の
事

務
専
用

を
削

」

り
、
同
表
個
数
の
欄
中
「
二
八
」
を
「
二
七
」
に
改
め
、
同
表
保
管
者
の
欄
中
「
、
山
口
県
山
陽
小
野

田
警
察
署
厚
狭
幹
部
交
番
所
長
及
び
山
口
県
長
府
警
察
署
豊
田
幹
部
交
番
所
長
」
を
「
及
び
山
口
県
山

陽
小
野
田
警
察
署
厚
狭
幹
部
交
番
所
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
中

「
山
口
県
公
安
委
員
会
印
一
〇
ミ
リ

メ
ー
ト
ル

平
方

一
警
察
本
部
交
通
部
運

転
免
許
課
長

原
付
講
習
指
導
員

証
の
交
付
等
の
事

務
専
用

を
削
る
改
正
規

」

定
は
、
同
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

四
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令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


